
春日町

瀬戸越地区

：地形測量範囲

都市計画道路 （仮称）春日瀬戸越線
【測量立ち入りのお願い】

令和2年8月

お問い合わせ：〒857-8502 佐世保市木場田町3-25
長崎県県北振興局道路建設第二課
担当者 金松、世知原 ☎ 0956-23-4450

長崎県

県北振興局

晩夏の候、皆様方におかれましては平素より本事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げ
ます。
現在、（仮称）春日瀬戸越線の都市計画決定の手続きを進めておりますが、並行して、昨年12月の
説明会で事業のスケジュールをお示ししたとおり（裏面）、今後、この路線を詳細に設計したり、敷地内
の用地買収範囲を確定するための地形測量及び用地測量を行います。
長崎県の委託を受けた下記業者が、対象となる敷地を測量いたしますので、どうぞご協力ください。
（測量の立ち入りが必要な方には、後日改めて、県北振興局担当者が個別にご説明いたします。）
なお、この立ち入りに際しては、県北振興局が発行する証明書を携行しています。お問い合わせ等
がありましたら、下記県北振興局担当者までご連絡をお願いします。

地形・敷地の測量を行います。

かわら版 No.04【お知らせ】 佐世保市北部の渋滞対策について

〇路線測量（春日町、桜木町、瀬戸越） ：㈱橋組

〇用地測量その１（春日町、桜木町） ：西九州測量設計㈱

〇用地測量その２（瀬戸越） ：㈱高松設計コンサルタント

〇道路詳細設計 ：㈱ペック

計画延長 Ｌ＝約２ｋｍ
地形測量範囲：計画道路中心線より

両側約50mの幅の範囲
（トンネル区間の一部を除く）

桜木町

裏面につづく⇒



調印と用地手続７ 供用開始９

〇事業のスケジュール

※周辺の土地所有者の方々の
承諾を得て実施させて頂きます。

（測量の立ち入りが必要な方には、
後日改めて、県北振興局担当者が
個別にご説明いたします。）
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用地測量と物件調査５

工事８

測量・地質調査２

用地協議６

設計協議３

事業の詳細説明４

事業の概略説明１

今からこの業務に入ります。
（令和2年9月～令和3年4月予定）


